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中小企業による従業員給与引上・新規採用等の促進のため、経済部は「中小企業発展条例」第35条、第36

条の2、第40条の改正を予告しました。中小企業発展条例による租税優遇は2014年5月20日から10年の2024

年5月19日に終了予定でしたが、改正によりさらに10年間延長される見込みです。経済部が3月1日に予告し

た「中小企業条例の租税優遇改正予告草案」における主な改正内容は下記の通りです。
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「中小企業発展条例」の改正予告：租税優遇の
延長

従業員の給与引上や新規採用に関する追加控除

研究開発投資税額控除

知的財産権の現物出資による株式取得に対する課税延期

経常的な租税優遇
経済景気が一定の状況に達した時から適用できるという開始基準の規定を削除し、新

規採用と給与引上による給与費用の追加控除の租税優遇措置の適用を経常化する。

租税優遇範囲の拡大

1. 従業員の新規雇用に関する追加控除：

従来の24歳以下の台湾国籍従業員新規雇用に対する給与の30％追加控除に加

え、45歳以上の台湾国籍従業員新規雇用も租税優遇の適用対象とする。

2. 従業員の新規雇用と給与引上に関する追加控除：

新規雇用と共に企業全体の給与を引上げた場合の、新規雇用者給与費用の追加

控除率を30％から50％に。

適用期間の延長 2033年12月31日まで延長

適用対象の拡大 有限責任組合も適用対象とする。

適用期間の延長 2033年12月31日まで延長

適用期間の延長 2033年12月31日まで延長
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